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【公開番号】特開2009-79228(P2009-79228A)
【公開日】平成21年4月16日(2009.4.16)
【年通号数】公開・登録公報2009-015
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【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｋ   3/14     (2006.01)
   Ｂ２４Ｂ  37/00     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ   5/84     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｋ   3/14    ５５０Ｄ
   Ｃ０９Ｋ   3/14    ５５０Ｚ
   Ｂ２４Ｂ  37/00    　　　Ｈ
   Ｇ１１Ｂ   5/84    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成22年11月15日(2010.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次粒子の平均粒径が０．０５～１．０μｍのα－アルミナ、中間アルミナ、過酸化水
素、酸０．０１～５重量％、及び水を含有するｐＨが１～４の研磨液組成物であって、酸
が鉱酸、カルボン酸、メタンスルホン酸、及びヒドロキシエチリデンジホスホン酸からな
る群より選ばれる一種である、磁気ディスク基板用研磨液組成物。
【請求項２】
　α－アルミナの二次粒子の平均粒径が０．１～０．５μｍである、請求項１記載の研磨
液組成物。
【請求項３】
　α－アルミナと中間アルミナの重量比率（α－アルミナ／中間アルミナ）が９９／１～
３０／７０である請求項１又は２記載の研磨液組成物。
【請求項４】
　α－アルミナの含有量が、０．０５～４０重量％である、請求項１～３いずれか記載の
研磨液組成物。
【請求項５】
　中間アルミナの二次粒子の平均粒径が、０．１～０．５μｍである、請求項１～４いず
れか記載の研磨液組成物。
【請求項６】
　中間アルミナの含有量が、０．０５～４０重量％である、請求項１～５いずれか記載の
研磨液組成物。
【請求項７】
　過酸化水素の含有量が、０．００２～２０重量％である、請求項１～６いずれか記載の
研磨液組成物。
【請求項８】
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　請求項１～７いずれか記載の研磨液組成物を用いて、磁気ディスク基板のうねりを低減
する方法。
【請求項９】
　請求項１～７いずれか記載の研磨液組成物を用いて、被研磨基板を研磨する工程を有す
る、磁気ディスク基板の製造方法。


	header
	written-amendment

